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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：令和３年８月３０日（令和３年（行情）諮問第３５１号） 

答申日：令和５年７月６日（令和５年度（行情）答申第１７７号） 

事件名：特定労働基準監督署の監督復命書（特定年度分）の表面の一部開示決

定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「平成２８年度 特定労働基準監督署 監督復命書の表面（様式第１の

１号）全て」（以下「本件対象文書」という。）につき，その一部を不開

示とした決定について，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分につ

いては，別表の２欄に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

  本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（以下「法」という。）３条の規定に基づく開示請求に対し，令和３年３

月２６日付け東労発総開第１－４９５号（２）により東京労働局長（以下

「処分庁」という。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）

について，その取消しを求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

  審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書によると，おおむ

ね以下のとおりである。 

  原処分を取り消すとの決定を求める。 

   本件対象文書には，法５条２号イに該当する情報は含まれていない。 

   本件対象文書には，法５条４号に該当するものが記載されている部分は

ない。 

   本件対象文書には，法５条６号に該当するものが記載されている部分は

ない。 

   よって，厚生労働大臣に審査を請求する。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

   諮問庁の説明の要旨は，理由説明書及び補充理由説明書によると，おお

むね以下のとおりである。 

 １ 理由説明書 

（１）本件審査請求の経緯 

  ア 審査請求人は，令和２年３月２６日付け（同月２７日受付）で処分

庁に対して，法３条の規定に基づき本件対象文書の開示請求を行った。 
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イ これに対し，処分庁が令和２年４月２４日付け東労発総開第１－４

９１～４９５号により開示決定等の期限の特例規定の適用を行い，令

和３年３月２６日付東労発総開第１－４９５号（２）により原処分を

行ったところ，審査請求人は，これを不服として，令和３年５月３１

日付け（同年６月１日受付）で本件審査請求を提起したものである。 

（２）諮問庁としての考え方 

本件審査請求については，原処分で不開示とした情報のうち，下記

（３）エに掲げる部分については新たに開示し，その余については，法

の適用条項について法５条６号を法５条６号イ及びホに改めた上で，原

処分を維持することが妥当であると考える。 

（３）理由 

ア 本件対象文書の特定について 

    本件対象文書は，「平成２８年度 特定労働基準監督署 監督復命

書の表面（様式第１の１号）全て」であり，特定労働基準監督署にお

いて探索を行ったところ，平成２８年度に行った監督指導の記録が認

められたことから，当該監督指導に当たって作成されたもののうち，

本件開示請求書に記載された該当行政文書を本件対象文書として特定

した。 

イ 不開示情報該当性について 

    本件審査請求においては，原処分における不開示情報の根拠条項の

うち，法５条１号以外の条項につき不服を申し立てているため，以下

当該条項について述べる。 

（ア）監督復命書 

   監督復命書は，労働基準監督官が事業場に対し臨検監督等を行っ

た際に，事業場ごとに作成される文書である。 

（イ）法５条２号イ及び６号ホの不開示情報該当性について 

   本件対象文書には，特定事業場における労務管理状況等種々の内

部管理情報がありのまま具体的に記述されており，これらが公にさ

れた場合には，取引関係や人材確保等の面において，同業他社との

間で競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある。 

また，特定事業場のうち独立行政法人等及び地方公共団体が経営

する企業に係る事業については，同様の理由により法５条６号ホに

該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

したがって，これらの情報は，法５条２号イ及び６号ホの不開示

情報に該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当で

ある。 

（ウ）法５条４号及び６号イの不開示情報該当性について 

   本件対象文書には，特定労働基準監督署が行った監督指導の手法
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や詳細，また，当該特定事業場が特定労働基準監督署との信頼関係

を前提として明らかにした事業場の実態に関する情報等が記載され

ている。 

これらが公にされた場合には，事業場や労働者と特定労働基準監

督署との信頼関係が失われ，事業場や労働者が関係資料の提出や特

定労働基準監督署に対する情報提供に協力的でなくなり，また事業

場においては，指導に対する自主的改善意欲を低下させ，特定労働

基準監督署に対する関係資料の提出等情報提供にも協力的でなくな

り，ひいては労働基準関係法令違反の隠蔽につながるなど，犯罪の

予防に支障を及ぼすおそれがあり，かつ労働基準監督機関が行う事

務に関する情報であって検査事務という性格を持つ臨検監督指導業

務に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれさらに

違法な行為の発見を困難にするおそれがある。 

したがって，これらの情報は，法５条４号及び６号イの不開示情

報に該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当であ

る。 

  ウ 審査請求人の主張について 

    審査請求人は審査請求書の中で，上記第２の２のとおり主張してい

るが，不開示情報該当性については上記イで示したとおりであること

から，審査請求人の主張は失当である。 

  エ 新たに開示する部分について 

    原処分において不開示とした本件対象文書のうち，別表（理由説明

書別表（略））に掲げる部分については，法５条各号に定める不開示

情報に該当しないことから，新たに開示することとする。 

（４）結論 

   以上のとおり本件審査請求については原処分において不開示とした情

報のうち，上記（３）エで開示するとした部分については新たに開示し，

その余については，法の適用条項について法５条６号を法５条６号イ及

びホに改めた上で，原処分を維持すべきである。 

２ 補充理由説明書 

  法１９条の規定に基づき，令和３年８月３０日付け厚生労働省発基０８

３０第９号により諮問した令和３年（行情）諮問第３５１号に係る諮問書

理由説明書について，当該理由説明書では法５条１号以外の条項にかかる

不開示情報該当性について説明したところであるが，法５条１号の不開示

情報該当性については，上記（３）イ（イ）として以下のとおり追記する。 

  法５条１号の不開示情報該当性について 

本件対象文書には，個人に関する情報であって，公にすることにより特

定の個人を識別することができる情報が含まれており，法５条１号の不開



 

 4 

示情報に該当し，かつ，同号ただし書イからハまでのいずれにも該当しな

いことから，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和３年８月３０日   諮問の受理 

② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年９月９日      審議 

④ 令和４年１２月８日   諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑤ 令和５年５月２９日   委員の交代に伴う所要の手続の実施，本

件対象文書の見分及び審議 

⑥ 同年６月２９日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

  本件開示請求に対し，処分庁は，法１１条の規定を適用した上で，本件

対象文書の一部を法５条１号，２号イ，４号及び６号に該当するとして不

開示とする原処分を行ったところ，審査請求人は，不開示とされた部分の

開示を求めている。 

  これに対し，諮問庁は，原処分における不開示部分のうち一部を新たに

開示するとともに，その余の不開示部分（以下「本件不開示維持部分」と

いう。）に係る法の適用条項を法５条１号，２号イ，４号並びに６号イ及

びホとした上で，原処分を妥当としていることから，以下，本件対象文書

を見分した結果を踏まえ，本件不開示維持部分の不開示情報該当性につい

て検討する。 

なお，本件においては，本件不開示維持部分の全てについて法５条１号，

２号イ，４号並びに６号イ及びホの不開示理由が主張されているものとし

て，以下，検討を行う。 

２ 本件不開示維持部分の不開示情報該当性について 

（１）開示すべき部分（別表の２欄に掲げる部分）について 

通番５は，「企業名公表関係」欄であるが，原処分において違反法条

項・指導事項等の情報が明らかでない場合，空欄について開示しても，

対象事業場が特定されることになるとは認められない。 

通番１１は，「参考事項・意見」欄に記載された対象事業場の業態，

当該事業場で行われていた作業，指導等の内容及び特定監督署担当官の

意見の記載の一部であるが，原処分において開示されている事業場の業

種，労働者数，違反法条項・指導事項等の情報と同様又はそれらから推

認できる内容のほか，対象事業場が特定されることになる情報であると

は認められない。 

通番１３は，欄外等に記載された手書きの各種メモであり，通番１３
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（１）は処分庁において復命書の管理のために便宜的に付与した番号，

通番１３（２）は，当該事案における完結日，通番１５（３）はシステ

ム入力済であること等を示すメモである。 

これらの情報は，いずれも対象事業場や個人が特定されることになる

情報であるとは認められない。 

    また，当該部分は，これを公にしても，対象事業場の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず，労働基準

監督機関が行う監督指導に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難に

するおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見

を困難にするおそれがあるとも認められない。 

さらに，犯罪の予防，鎮圧その他の公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があ

るとも認められない。 

したがって，当該部分は，法５条１号，２号イ，４号並びに６号イ及

びホのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

（２）その余の部分（別表の２欄に掲げる部分を除く部分）について 

ア 通番１，通番３ないし通番５，通番１１及び通番１３ 

  当該部分は，「監督種別」，「監督重点対象区分」，「特別監督対

象区分」，「企業名公表関係」及び「参考事項・意見」欄の各欄の記

載並びに各種欄の内外に記載された手書きのメモである。 

  当該部分については，下記（ア）ないし（エ）の理由により，これ

を公にすると，労働者からの申告という労働基準監督機関の重要な情

報源が損なわれ，又は特定監督署の調査手法・内容等が明らかとなっ

て，労働基準監督機関が行う監督指導に係る事務に関し，正確な事実

の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし，

若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められる。 

  したがって，当該部分は，法５条６号イに該当し，同条１号，２号

イ，４号及び６号ホについて判断するまでもなく，不開示とすること

が妥当である。 

（ア）監督復命書の「監督種別」欄には，定期監督，災害時監督，災害

調査，申告監督及び再監督の５種類の臨検監督のうち，いずれかを

記載することとされている。監督の種類を公にすると，仮に当該監

督が申告監督であった場合には，原処分において監督年月日等が開

示されていることから，監督を受けた事業者において，誰が申告を

したのか探索が行われ，それにより，労働者が違反等について申告

を行ったことによって自らに不利益な取扱いが及ぶことを恐れて申

告をちゅうちょすることとなり，労働者からの申告という労働基準

監督機関の重要な情報源が損なわれるおそれがある。 
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   また，「申告監督」の場合のみ不開示とすると，不開示の場合は

「申告監督」であることが明らかになることに鑑みれば，「申告監

督」以外の場合も含め，「監督種別」欄に記載された情報を不開示

とすることが妥当である。 

（イ）監督復命書の「監督重点対象区分」欄には，監督の種類が定期監

督の場合に限り，各労働基準監督機関で定めた監督重点対象が記載

されることから，当該欄に記載がある場合には，定期監督であるこ

とが明らかになり，また，記載がない場合において，直近に災害の

発生等の事実がないときには，その臨検監督が申告監督であったこ

とが明らかになり，監督種別が特定されることとなる。このため，

「監督重点対象区分」欄を公にすると，上記（ア）と同様のおそれ

が生じる。 

（ウ）「特別監督対象区分」欄は，監督が特別監督の場合に限り，各労

働基準監督機関で定めた特別監督対象区分が記載されることから，

当該欄に記載がある場合には，特別監督であることが明らかになり，

また，記載がない場合のみ開示すると，不開示となった場合には，

特別監督であったことが明らかになる。このため，これを開示する

と，特定監督署が臨検監督を行った際の手法，着眼点等が明らかに

なるものと認められる。 

（エ）「企業名公表関係」欄，「参考事項・意見」欄及び各種欄の内外

に記載されたメモは，これを開示すると，臨検監督の端緒及び手法

並びに監督官が臨検監督を行ったことにより判明した事実及び監督

官の判断等が明らかとなる。 

イ 通番２，通番６ないし通番１０及び通番１２ 

当該部分は，「労働保険番号」，「事業の名称」，「事業場の名

称」，「事業場の所在地」，「代表者職氏名」，「店社」及び「面

接者職氏名」の各欄の記載の一部である。 

  当該部分には，対象事業場を特定することができる情報が記載され

ている。また，当審査会において本件対象文書を見分したところ，全

ての対象事業場の「労働者数」，「労働組合」，「週所定労働時間」

及び「最も賃金の低い者の額」の各欄が原処分において開示されてお

り，これらの各欄には，監督官が臨検監督を行ったことにより判明し

た各事業場の内部情報が記載されている。このため，これに加えて当

該部分を公にすると，各対象事業場の内部情報が明らかとなり，当該

事業場だけでなく他の事業者の信頼を失い，労働基準監督機関が行う

監督指導に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又

は違法若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にす

るおそれがあると認められる。 
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したがって，当該部分は，法５条６号イに該当し，同条１号，２号

イ，４号及び６号ホについて判断するまでもなく，不開示とするこ

とが妥当である。 

３ 本件一部開示決定の妥当性について 

  以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条１号，２号イ，

４号及び６号に該当するとして不開示とした決定について，諮問庁が同条

１号，２号イ，４号並びに６号イ及びホに該当することからなお不開示と

すべきとしている部分のうち，別表の２欄に掲げる部分を除く部分は，同

号イに該当すると認められるので，同条１号，２号イ，４号及び６号ホに

ついて判断するまでもなく，不開示とすることは妥当であるが，同欄に掲

げる部分は，同条１号，２号イ，４号並びに６号イ及びホのいずれにも該

当せず，開示すべきであると判断した。 

（第３部会） 

委員 長屋 聡，委員 久末弥生，委員 葭葉裕子 
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別表 不開示情報該当性（全て法５条１号，２号イ，４号並びに６号イ及びホ

該当性） 

１ 諮問庁がなお不開示として

いる部分 

２ １欄のうち開示すべき部分 

欄名等 該当箇所の頁 通番 

「 監 督 種

別」欄 

全て １ － 

 

「労働保険

番号」欄 

全て（空欄を

除く） 

２ － 

「監督重点

対象区分」

欄 

全て ３ － 

「特別監督

対象区分」

欄 

全て ４ － 

「企業名公

表関係」欄 

全て ５ 

 

１３９３頁 

「事業の名

称」欄 

全て ６ － 

 

「事業場の

名称」欄 

全て（空欄を

除く） 

７ － 

 

「事業場の

所在地」欄 

全て（空欄を

除く） 

８ － 

「代表者職

氏名」欄 

全て（空欄を

除く） 

９ － 

 

「店社」欄 全て（空欄を

除く） 

１０ － 

 

「 参 考 事

項・意見」

欄 

各頁不開示箇

所 

１１ １４頁４行目２６文字目ないし５行目３６

文字目，１９頁４行目１文字目ないし１９

文字目，５行目２文字目ないし最終文字，

３８頁４行目，５行目，４０頁２行目２７

文字目ないし３行目，４２頁５行目，４３

頁２行目１５文字目ないし最終文字，４４

頁２行目２２文字目ないし３行目，４７頁

２行目１９文字目ないし３５文字目，３行

目９文字目ないし最終文字，４８頁３行目

１０文字目ないし４行目，５１頁５行目，
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６２頁２行目１文字目ないし３４文字目，

６４頁３行目２７文字目ないし４行目７文

字目，６５頁２行目１文字目ないし１２文

字目，１９文字目ないし２８文字目，７２

頁２行目１文字目ないし１２文字目，３行

目３文字目ないし１１文字目，５行目２３

文字目ないし３３文字目，７８頁３行目１

文字目ないし７文字目，３０文字目ないし

４行目１４文字目，７９頁２行目１文字目

ないし７文字目，３３文字目ないし３行目

９文字目，８２頁２行目２９文字目ないし

４行目，８５頁３行目１８文字目ないし４

行目，８６頁５行目１２文字目ないし最終

文字，８８頁３行目１２文字目ないし４行

目，９８頁４行目２２文字目ないし最終文

字，９９頁４行目１８文字目ないし５行

目，１０９頁４行目３１文字目ないし５行

目２３文字目，１１１頁１行目３２文字目

ないし３６文字目，２行目５文字目ないし

１７文字目，１２９頁３行目２９文字目な

いし４行目２２文字目，２８文字目ないし

最終文字，１３０頁３行目２９文字目ない

し４行目２２文字目，２７文字目ないし最

終文字，１４２頁２行目５文字目ないし３

行目３５文字目，４行目２文字目ないし最

終文字，１４８頁２行目１文字目ないし３

行目３文字目，１５１頁３行目１０文字目

ないし最終文字，１５７頁４行目３０文字

目ないし５行目１６文字目，１７６頁３行

目２３文字目ないし２９文字目，１８３頁

２行目，１９０頁２行目，３行目１文字目

ないし７文字目，２３文字目ないし２９文

字目，３５文字目ないし４行目３文字目，

８文字目ないし１９文字目，２００頁２行

目１文字目ないし６文字目，３７文字目な

いし３行目，２０４頁１行目２１文字目な

いし最終文字，２０６頁２行目１９文字目
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ないし３３文字目，２１１頁２行目，４行

目，２１３頁３行目１文字目ないし４行目

２５文字目，２５７頁３行目２１文字目な

いし２８文字目，３５文字目ないし４行

目，２５８頁２行目５文字目ないし最終文

字，２６３頁５行目８文字目ないし最終文

字，２７６頁３行目６文字目ないし２８文

字目，２７８頁４行目７文字目ないし１２

文字目，５行目２文字目ないし２２文字

目，２８４頁４行目２４文字目ないし５行

目，２９３頁１行目２７文字目ないし３８

文字目，２９８頁４行目，３０９頁４行

目，３１６頁２行目１３文字目ないし最終

文字，３２０頁３行目１文字目ないし１３

文字目，２６文字目ないし最終文字，３２

１頁２行目１文字目ないし３４文字目，３

２７頁２行目３４文字目ないし３行目２文

字目，１８文字目ないし４行目１文字目，

３３７頁５行目，３４９頁３行目１４文字

目ないし４行目，３５０頁３行目１４文字

目ないし４行目，３５１頁３行目１４文字

目ないし４行目，３５２頁３行目１４文字

目ないし４行目，３５３頁３行目１４文字

目ないし４行目，３６３頁２行目１文字目

ないし３０文字目，３７８頁１行目１８文

字目ないし最終文字，３９１頁４行目１６

文字目ないし最終文字，５行目１４文字目

ないし最終文字，３９３頁２行目９文字目

ないし３行目５文字目，３０文字目ないし

４行目，３９４頁４行目１６文字目ないし

最終文字，５行目１４文字目ないし最終文

字，３９８頁５行目６文字目ないし２５文

字目，４００頁４行目２９文字目ないし５

行目２５文字目，２８文字目ないし３８文

字目，４０６頁２行目１２文字目ないし最

終文字，４１１頁２行目３１文字目ないし

３行目３２文字目，４１２頁２行目３８文
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字目ないし４行目１文字目，４１３頁２行

目３０文字目ないし３行目２７文字目，４

２１頁３行目１６文字目ないし２７文字

目，４行目４文字目ないし最終文字，４３

５頁５行目４文字目ないし２２文字目，４

３７頁２行目，３行目１文字目ないし５文

字目，１２文字目ないし２０文字目，４４

０頁１行目３１文字目ないし２行目，４４

６頁１行目６文字目ないし最終文字，４５

１頁３行目１文字目ないし１２文字目，４

６３頁１行目２２文字目ないし２７文字

目，４６７頁５行目１文字目ないし６文字

目，９文字目ないし１８文字目，４９０頁

４行目３７文字目ないし５行目，４９１頁

５行目，４９２頁５行目，４９５頁４行目

２６文字目ないし５行目，４９６頁５行目

７文字目ないし最終文字，５１０頁１行目

３８文字目ないし２行目，５１７頁４行目

５文字目ないし５行目，５３０頁２行目６

文字目ないし１３文字目，２１文字目ない

し２８文字目，５３６頁２行目１６文字目

ないし２２文字目，２９文字目ないし３行

目，５４２頁５行目１７文字目ないし最終

文字，５４３頁２行目，５４５頁１行目１

文字目ないし１２文字目，５４６頁２行目

９文字目ないし１４文字目，３行目２文字

目ないし１７文字目，２８文字目ないし３

４文字目，５５２頁３行目１文字目ないし

２４文字目，５５３頁３行目１文字目ない

し１４文字目，５５９頁１行目１文字目な

いし１６文字目，５６４頁２行目１文字目

ないし３３文字目，５７３頁２行目４文字

目ないし最終文字，５７６頁３行目，４行

目１文字目ないし６文字目，３３文字目な

いし５行目７文字目，５８８頁３行目３６

文字目ないし４行目，５９７頁２行目，３

行目１文字目ないし６文字目，９文字目な
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いし２２文字目，５９９頁２行目７文字目

ないし最終文字，６１２頁３行目５文字目

ないし１８文字目，６２６頁４行目１６文

字目ないし５行目６文字目，６４５頁２行

目１文字目ないし１３文字目，６５３頁１

行目１文字目ないし６文字目，２行目１６

文字目ないし最終文字，６５４頁３行目１

文字目ないし９文字目，２２文字目ないし

２６文字目，６５７頁３行目１文字目ない

し２０文字目，６７４頁１行目２２文字目

ないし最終文字，６７８頁５行目，６８２

頁１行目１文字目ないし１８文字目，６８

９頁２行目９文字目ないし２７文字目，３

行目２３文字目ないし３７文字目，６９１

頁３行目，４行目１文字目ないし６文字

目，２８文字目ないし５行目７文字目，６

９７頁４行目３１文字目ないし５行目１９

文字目，６９９頁２行目１文字目ないし４

文字目，２６文字目ないし３４文字目，７

１８頁２行目ないし３行目６文字目，７２

０頁２行目３文字目ないし１５文字目，７

２１頁５行目１文字目ないし１１文字目，

７２２頁２行目１文字目ないし１３文字

目，７２３頁２行目３４文字目ないし３８

文字目，４行目，７２４頁２行目１文字目

ないし４文字目，３行目２１文字目ないし

２４文字目，４行目，５行目，７３３頁２

行目１文字目ないし１２文字目，７３７頁

４行目４文字目ないし最終文字，７３９頁

２行目１７文字目ないし最終文字，７４０

頁１行目２６文字目ないし最終文字，７４

３頁２行目１文字目ないし７文字目，４行

目３４文字目ないし５行目，７４４頁２行

目１文字目ないし１３文字目，７４５頁３

行目１文字目ないし６文字目，７４６頁３

行目１文字目ないし５文字目，７４９頁２

行目１文字目ないし５文字目，３６文字目
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ないし３行目，７５０頁１行目２６文字目

ないし２行目２４文字目，３６文字目ない

し３行目２文字目，７５１頁２行目９文字

目ないし１５文字目，３行目７文字目ない

し最終文字，７５２頁２行目１文字目ない

し７文字目，１４文字目ないし２０文字

目，７５３頁１行目２６文字目ないし２９

文字目，３３文字目ないし２行目，７５４

頁４行目１文字目ないし８文字目，７５５

頁４行目１文字目ないし６文字目，７５７

頁２行目１文字目ないし７文字目，７６１

頁２行目１文字目ないし１３文字目，２７

文字目ないし３２文字目，７６５頁５行目

４文字目ないし９文字目，１５文字目ない

し３８文字目，７７１頁２行目１文字目な

いし１０文字目，１６文字目ないし５行

目，７７２頁２行目１文字目ないし４文字

目，３３文字目ないし５行目，７７７頁２

行目４文字目ないし最終文字，７８０頁４

行目３文字目ないし５行目，７８１頁２行

目３５文字目ないし３行目，７８５頁１行

目１７文字目ないし２２文字目，２７文字

目ないし３１文字目，８０２頁３行目１文

字目ないし５文字目，８０３頁３行目３３

文字目ないし４行目８文字目，８１４頁２

行目１文字目ないし４文字目，２７文字目

ないし３行目，８１５頁２行目１文字目な

いし１７文字目，８１６頁３行目３６文字

目ないし４行目，８１７頁２行目９文字目

ないし３行目，８１８頁２行目１３文字目

ないし３行目，８１９頁５行目５文字目な

いし最終文字，８２０頁３行目９文字目な

いし最終文字，４行目３０文字目ないし５

行目，８２１頁２行目１２文字目ないし最

終文字，８２４頁４行目１文字目ないし８

文字目，３０文字目ないし５行目２２文字

目，８２７頁２行目３文字目ないし最終文
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字，８３０頁５行目１９文字目ないし最終

文字，８３１頁３行目３１文字目ないし４

行目，８３９頁２行目２９文字目ないし３

行目１８文字目，８４２頁２行目５文字目

ないし３行目，８４４頁３行目２７文字目

ないし４行目２２文字目，８４５頁２行目

２２文字目ないし３行目１１文字目，８４

６頁２行目２８文字目ないし３行目１７文

字目，８４８頁２行目１５文字目ないし３

行目４文字目，８４９頁２行目２４文字目

ないし３行目１３文字目，８５２頁５行目

１文字目ないし２０文字目，８５５頁４行

目１０文字目ないし３１文字目，８５７頁

２行目２８文字目ないし３５文字目，３行

目，８５８頁４行目１２文字目ないし３３

文字目，８５９頁４行目９文字目ないし３

０文字目，８６０頁２行目２８文字目ない

し３５文字目，３行目，８６６頁４行目２

４文字目ないし最終文字，８７９頁３行目

３７文字目ないし４行目，８８２頁２行目

１２文字目ないし３行目，８９０頁５行目

１６文字目ないし最終文字，９００頁２行

目１文字目ないし３０文字目，９０１頁２

行目３文字目ないし３行目８文字目，３２

文字目ないし４行目，９０２頁１行目１文

字目ないし６文字目，２２文字目ないし２

行目１文字目，２５文字目ないし最終文

字，９０３頁３行目１０文字目ないし１５

文字目，９０４頁２行目１文字目ないし４

文字目，２５文字目ないし３２文字目，９

０９頁４行目，９４２頁５行目，９４３頁

５行目２４文字目ないし３１文字目，９５

８頁２行目１文字目ないし４文字目，１１

文字目ないし最終文字，９６０頁２行目，

９６６頁４行目１文字目ないし４文字目，

１８文字目ないし最終文字，９７５頁４行

目１文字目ないし９文字目，９７６頁４行
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目１１文字目ないし最終文字，９７７頁２

行目１文字目ないし４文字目，１１文字目

ないし最終文字，９８４頁５行目１２文字

目ないし２６文字目，９９０頁５行目１文

字目ないし１２文字目，３４文字目ないし

３８文字目，９９３頁４行目１文字目ない

し１３文字目，９９７頁１行目３２文字目

ないし２行目，１００３頁５行目６文字目

ないし１７文字目，１００７頁５行目１文

字目ないし９文字目，１００８頁４行目１

文字目ないし１２文字目，５行目２１文字

目ないし２５文字目，１００９頁１行目３

１文字目ないし２行目６文字目，１０１０

頁２行目１９文字目ないし２８文字目，１

０１１頁３行目３１文字目ないし３７文字

目，４行目２３文字目ないし３１文字目，

１０１２頁２行目１文字目ないし４文字

目，１１文字目ないし最終文字，１０１３

頁２行目１文字目ないし４文字目，１２文

字目ないし５行目，１０１４頁３行目１文

字目ないし６文字目，１３文字目ないし５

行目，１０１５頁２行目１文字目ないし２

２文字目，１０１９頁３行目，４行目，１

０２０頁２行目２０文字目ないし２８文字

目，３５文字目ないし３行目，１０２３頁

２行目１文字目ないし４文字目，１５文字

目ないし１９文字目，３４文字目ないし３

行目，１０３０頁２行目２１文字目ないし

最終文字，１０３１頁３行目１５文字目な

いし最終文字，１０３２頁３行目９文字目

ないし最終文字，１０３５頁３行目７文字

目ないし１９文字目，１０３８頁４行目３

０文字目ないし５行目７文字目，１０４９

頁１行目３２文字目ないし２行目７文字

目，１０５８頁４行目，５行目，１０６５

頁４行目１文字目ないし１２文字目，１０

７３頁３行目１文字目ないし１４文字目，
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３７文字目ないし４行目５文字目，１０７

４頁３行目１文字目ないし１１文字目，３

４文字目ないし４行目２文字目，１０７５

頁３行目１文字目ないし１４文字目，３７

文字目ないし４行目５文字目，１０７６頁

３行目１文字目ないし１４文字目，３７文

字目ないし４行目５文字目，１０７７頁３

行目１文字目ないし１４文字目，３７文字

目ないし４行目５文字目，１０７８頁３行

目１文字目ないし１４文字目，３７文字目

ないし４行目５文字目，１０７９頁３行目

１文字目ないし１４文字目，３７文字目な

いし４行目５文字目，１０８０頁３行目１

文字目ないし１４文字目，３７文字目ない

し４行目５文字目，１０９２頁３行目１６

文字目ないし４行目２文字目，５行目５文

字目ないし１２文字目，３０文字目ないし

最終文字，１０９４頁４行目１８文字目な

いし５行目，１０９５頁４行目２１文字目

ないし５行目，１１０２頁５行目９文字目

ないし最終文字，１１０８頁２行目１９文

字目ないし３行目９文字目，１１０９頁２

行目１９文字目ないし３行目９文字目，１

１１０頁２行目９文字目ないし最終文字，

１１１８頁５行目１６文字目ないし最終文

字，１１２５頁１行目１文字目ないし２行

目２２文字目，１１２９頁２行目１文字目

ないし７文字目，１６文字目ないし最終文

字，１１３５頁２行目４０文字目ないし３

行目１０文字目，４行目２５文字目ないし

５行目１６文字目，１１３６頁５行目８文

字目ないし２４文字目，１１３７頁１行目

３７文字目ないし２行目９文字目，１１４

４頁２行目，１１４５頁３行目１３文字目

ないし１９文字目，１１４６頁１行目１文

字目ないし１６文字目，１１４７頁１行

目，２行目１７文字目ないし最終文字，１
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１４９頁２行目１文字目ないし７文字目，

１６文字目ないし最終文字，３行目１文字

目ないし６文字目，１８文字目ないし最終

文字，１１５１頁１行目，４行目１文字目

ないし３０文字目，１１５２頁１行目，１

１５３頁２行目１文字目ないし１２文字

目，３行目１文字目ないし２６文字目，１

１５４頁１行目１５文字目ないし２行目１

９文字目，１１５６頁１行目１２文字目な

いし２行目４文字目，３０文字目ないし３

４文字目，５行目１文字目ないし２５文字

目，１１５９頁４行目１７文字目ないし最

終文字，５行目１２文字目ないし最終文

字，１１６１頁４行目３０文字目ないし５

行目，１１６３頁２行目１５文字目ないし

３行目１６文字目，２６文字目ないし最終

文字，１１６４頁５行目，１１６５頁４行

目１文字目ないし８文字目，２３文字目な

いし５行目，１１６９頁４行目１７文字目

ないし２３文字目，３８文字目ないし５行

目，１１７０頁２行目１５文字目ないし３

行目１６文字目，２６文字目ないし最終文

字，１１７１頁２行目１文字目ないし６文

字目，１３文字目ないし２９文字目，３３

文字目ないし３行目，１１７２頁２行目１

文字目ないし２０文字目，１１７３頁３行

目１文字目ないし３０文字目，１１７７頁

５行目１文字目ないし５文字目，１０文字

目ないし２４文字目，１１７８頁３行目，

４行目，１１７９頁２行目１文字目ないし

６文字目，１４文字目ないし５行目，１１

８０頁３行目１文字目ないし８文字目，１

３文字目ないし最終文字，１１８１頁２行

目，１１８２頁２行目１２文字目ないし１

６文字目，２１文字目ないし最終文字，１

１８３頁２行目７文字目ないし１６文字

目，３行目２１文字目ないし２９文字目，
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３４文字目ないし３７文字目，４行目７文

字目ないし最終文字，１１８４頁４行目１

文字目ないし４文字目，１１文字目ないし

最終文字，１１９１頁２行目１文字目ない

し５文字目，１９文字目ないし２１文字

目，３行目４文字目ないし最終文字，１１

９２頁１行目１文字目ないし１４文字目，

２行目２４文字目ないし最終文字，１１９

５頁１行目１３文字目ないし２０文字目，

４行目１文字目ないし１１文字目，１２０

１頁２行目１文字目ないし２１文字目，１

２０３頁１行目，２行目，５行目１文字目

ないし２３文字目，１２０５頁４行目１文

字目ないし１１文字目，２３文字目ないし

最終文字，１２１２頁２行目３８文字目な

いし３行目９文字目，１２１７頁２行目１

文字目ないし１３文字目，２０文字目ない

し最終文字，３行目６文字目ないし最終文

字，１２１８頁１行目，２行目１文字目な

いし１９文字目，２２文字目ないし３６文

字目，４行目１７文字目ないし３４文字

目，５行目２１文字目ないし３３文字目，

１２１９頁１行目２３文字目ないし２行

目，１２２２頁１行目１文字目ないし６文

字目，１２文字目ないし２８文字目，１２

２４頁２行目１文字目ないし３２文字目，

１２２５頁３行目１文字目ないし８文字

目，４行目６文字目ないし２５文字目，１

２３３頁２行目１文字目ないし１５文字

目，２６文字目ないし３行目１１文字目，

１２４８頁２行目３２文字目ないし３行

目，４行目２６文字目ないし５行目，１２

４９頁２行目５文字目ないし最終文字，３

行目２６文字目ないし４行目，１２５０頁

２行目７文字目ないし２０文字目，１２５

７頁４行目１３文字目ないし最終文字，１

２６０頁２行目，３行目１２文字目ないし
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４行目，１２６２頁２行目３文字目ないし

最終文字，１２６３頁２行目１文字目ない

し６文字目，２１文字目ないし最終文字，

１２６４頁２行目，３行目１文字目ないし

７文字目，１３文字目ないし２１文字目，

１２６６頁２行目１文字目ないし２４文字

目，４行目１文字目ないし５文字目，１３

文字目ないし最終文字，１２６７頁２行

目，３行目１文字目ないし６文字目，２３

文字目ないし４行目１１文字目，１２７２

頁２行目１文字目ないし４文字目，３行目

８文字目ないし２５文字目，１２７４頁１

行目１文字目ないし７文字目，２６文字目

ないし最終文字，４行目１文字目ないし２

５文字目，１２７５頁２行目１文字目ない

し７文字目，１４文字目ないし１８文字

目，２５文字目ないし４行目７文字目，１

２７６頁３行目１文字目ないし１０文字

目，３８文字目ないし４行目１５文字目，

１２７７頁２行目１文字目ないし７文字

目，２８文字目ないし３行目，１２７９頁

３行目，１２８０頁２行目１文字目ないし

２５文字目，３２文字目ないし３８文字

目，１２８１頁２行目１文字目ないし１３

文字目，１２８２頁２行目１文字目ないし

１８文字目，２７文字目ないし最終文字，

１２８３頁３行目１文字目ないし７文字

目，２８文字目ないし４行目，１２８４頁

２行目，３行目，１２８９頁１行目，１２

９１頁１行目１６文字目ないし２行目１０

文字目，３行目２８文字目ないし最終文

字，１２９２頁１行目１文字目ないし７文

字目，１２文字目ないし１４文字目，２０

文字目ないし２行目１０文字目，１２９３

頁２行目１文字目ないし１３文字目，１２

９５頁２行目１文字目ないし２１文字目，

２６文字目ないし最終文字，１２９６頁２
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行目１文字目ないし２１文字目，２６文字

目ないし最終文字，１２９７頁２行目１文

字目ないし３行目６文字目，２８文字目な

いし５行目１１文字目，１２９８頁１行

目，１２９９頁１行目，１３００頁１行

目，１３０２頁１行目，１３０３頁１行

目，１３０４頁２行目１文字目ないし２１

文字目，２６文字目ないし最終文字，１３

０５頁２行目１文字目ないし２１文字目，

２６文字目ないし最終文字，１３０９頁４

行目１文字目ないし６文字目，１４文字目

ないし最終文字，１３１０頁１行目１文字

目ないし１４文字目，３８文字目ないし２

行目１１文字目，３行目１文字目ないし１

１文字目，１３１２頁３行目，１３１４頁

２行目１文字目ないし１９文字目，１３１

８頁２行目１文字目ないし１４文字目，３

８文字目ないし３行目１１文字目，４行目

１文字目ないし１１文字目，１３１９頁２

行目１文字目ないし１４文字目，３８文字

目ないし３行目１１文字目，４行目１文字

目ないし１１文字目，１３２０頁２行目１

文字目ないし１４文字目，３８文字目ない

し３行目１１文字目，４行目１文字目ない

し１１文字目，１３２１頁１行目１文字目

ないし１４文字目，３８文字目ないし２行

目１１文字目，１３２４頁２行目１文字目

ないし１４文字目，３８文字目ないし３行

目１１文字目，４行目１文字目ないし１１

文字目，１３３０頁２行目，１３３２頁３

行目１文字目ないし６文字目，１３文字目

ないし最終文字，１３３３頁１行目１６文

字目ないし１９文字目，１３３４頁１行目

１６文字目ないし１９文字目，１３３８頁

２行目１文字目ないし１７文字目，４行目

１文字目ないし９文字目，１８文字目ない

し最終文字，１３４５頁２行目，１３５１
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頁２行目１文字目ないし７文字目，２３文

字目ないし４行目１０文字目，１３５６頁

２行目２４文字目ないし３９文字目，１３

５７頁３行目１文字目ないし５文字目，１

４文字目ないし３１文字目，１３６２頁３

行目１文字目ないし２３文字目，１３７３

頁２行目２６文字目ないし４行目，１３７

４頁２行目２６文字目ないし４行目，１３

７５頁２行目２６文字目ないし４行目，１

３７６頁３行目，４行目，５行目２４文字

目ないし最終文字，１３７８頁２行目２６

文字目ないし４行目，１３７９頁２行目，

３行目１文字目ないし５文字目，１５文字

目ないし３３文字目，１３８１頁３行目，

１３８５頁２行目，１３９５頁２行目２９

文字目ないし４行目，１３９７頁３行目，

１３９８頁２行目，３行目１文字目ないし

１４文字目，２３文字目ないし３４文字

目，１４１５頁３行目１６文字目ないし３

６文字目，１４２０頁２行目６文字目ない

し最終文字 

「面接者職

氏名」欄 

全て（空欄を

除く） 

１２ － 

その他 欄内外に手書

きで記載され

たメモ 

１３ （１）各頁の右上欄外に記載された数字 

全て（３２頁，４４頁，４９頁，１６３

頁，１６８頁，２２１頁，２２２頁，２２

８頁，２３０頁，２３３頁，２４６頁，２

４７頁，２４９頁，２５３頁，２５４頁，

２５５頁，２５９頁，２６０頁，２６３

頁，２６４頁，４３１頁，６３４頁，６３

８頁，６３９頁，９９６頁，９９９頁，１

０１０頁，１０７０頁，１１０１頁，１１

０８頁，１１０９頁，１１２１頁，１１３

７頁，１１４１頁，１１４２頁，１１４３

頁及び１２１１頁の文字部分並びに１０１

０頁，１１３７頁及び１２１１頁の日付け

記載部分を除く） 
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（２）各頁の完結区分欄上部の日付けメモ 

５頁，１８８頁，５９１頁，６８３頁，１

４１５頁 

（３）８頁是正期日，確認までの間，備考

１，備考２各欄不開示部分，２６６頁店社

欄，２９６頁店社欄１文字目ないし３文字

目，３０１頁店社欄１文字目ないし６文字

目，３５７頁店社欄，３６３頁署長判決欄

右側及び中央に記載の不開示部分，３９５

頁店社欄，４２０頁店社欄，６６３頁店社

欄，９８５頁労働保険番号欄後ろから１文

字目ないし３文字目，１１２１頁備考１

欄，備考２欄，１３７９頁備考２欄不開示

部分 

（注）上表は，当審査会事務局において作成した。なお，諮問庁が新たに開示

するとしている部分の記載は省略した。 


